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群
馬
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
五
十
二
号 

 
 
 

群
馬
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
群
馬
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
の
一
㈠
３
中
「
三
百
六
十
円
」
を
「
三
百
七
十
円
」
に
改
め
、
同
表
一
㈡
１
⑵
中
「
七

百
八
万
九
千
円
」
を
「
七
百
二
十
五
万
九
千
円
」
に
改
め
、
同
表
二
㈠
３
中
「
千
三
百
九
十
円
」
を

「
千
四
百
八
十
円
」
に
改
め
、
同
表
三
㈢
１
の
表
夏
季
の
項
中
「
二
〇
、
三
○
○
円
」
を
「
二
〇
、

九
○
○
円
」
に
、
「
二
六
、
一
○
○
円
」
を
「
二
六
、
九
○
○
円
」
に
、
「
三
八
、
七
○
○
円
」
を

「
三
九
、
九
○
○
円
」
に
、
「
四
六
、
二
○
○
円
」
を
「
四
七
、
六
○
○
円
」
に
、
「
五
八
、
五
○

○
円
」
を
「
六
〇
、
三
○
○
円
」
に
、
「
八
、
五
○
○
円
」
を
「
八
、
八
○
○
円
」
に
改
め
、
別
表

第
一
の
三
㈢
１
の
表
冬
季
の
項
中
「
三
三
、
七
○
○
円
」
を
「
三
四
、
七
○
○
円
」
に
、
「
四
三
、

五
○
○
円
」
を
「
四
四
、
八
○
○
円
」
に
、
「
六
〇
、
六
○
○
円
」
を
「
六
二
、
五
○
○
円
」
に
、

「
七
〇
、
九
○
○
円
」
を
「
七
三
、
一
○
○
円
」
に
、
「
八
九
、
三
○
○
円
」
を
「
九
二
、
一
○
○

円
」
に
、
「
一
二
、
三
○
○
円
」
を
「
一
二
、
七
○
○
円
」
に
改
め
、
別
表
第
一
の
三
㈢
２
の
表
夏

季
の
項
中
「
六
、
七
○
○
円
」
を
「
六
、
九
○
○
円
」
に
、
「
八
、
九
○
○
円
」
を
「
九
、
二
○
○

円
」
に
、
「
一
三
、
四
○
○
円
」
を
「
一
三
、
八
○
○
円
」
に
、
「
一
六
、
三
○
○
円
」
を
「
一
六
、

八
○
○
円
」
に
、
「
二
〇
、
五
○
○
円
」
を
「
二
一
、
一
○
○
円
」
に
、
「
二
、
九
○
○
円
」
を

「
三
、
〇
○
○
円
」
に
改
め
、
別
表
第
一
の
三
㈢
２
の
表
冬
季
の
項
中
「
一
○
、
七
○
○
円
」
を

「
一
一
、
〇
○
○
円
」
に
、
「
一
四
、
〇
○
○
円
」
を
「
一
四
、
四
○
○
円
」
に
、
「
一
九
、
九
○

○
円
」
を
「
二
〇
、
五
○
○
円
」
に
、
「
二
三
、
六
○
○
円
」
を
「
二
四
、
三
○
○
円
」
に
、
「
二

九
、
八
○
○
円
」
を
「
三
〇
、
七
○
○
円
」
に
、
「
三
、
九
○
○
円
」
を
「
四
、
〇
○
○
円
」
に
改

め
、
別
表
第
一
の
六
㈠
２
中
「
五
万
三
千
九
百
円
」
を
「
五
万
六
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
表
六
㈡

２
⑴
中
「
七
十
三
万
九
千
円
」
を
「
七
十
五
万
七
千
円
」
に
改
め
、
同
表
六
㈡
２
⑵
中
「
三
十
五
万

八
千
円
」
を
「
三
十
六
万
七
千
円
」
に
改
め
、
同
表
八
㈢
２
中
「
五
千
五
百
円
」
を
「
五
千
八
百 

円
」
に
、
「
五
千
八
百
円
」
を
「
六
千
百
円
」
に
、
「
六
千
三
百
円
」
を
「
六
千
六
百
円
」
に
改
め
、

同
表
九
㈢
中
「
二
十
三
万
二
千
二
百
円
」
を
「
二
十
三
万
九
千
四
百
円
」
に
、
「
十
八
万
五
千
七
百

円
」
を
「
十
九
万
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
表
十
一
㈣
１
中
「
三
千
七
百
円
」
を
「
三
千
八
百
円
」

に
改
め
、
同
表
十
一
㈣
２
中
「
五
千
九
百
円
」
を
「
六
千
百
円
」
に
改
め
、
同
表
十
二
㈡
中
「
十
四

万
三
千
九
百
円
」
を
「
十
四
万
八
千
六
百
円
」
に
改
め
る
。 

 
 
 
 
  

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
群
馬
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 
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◎群馬県告示第１４８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県伊勢崎土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。 

  令和８年５月２９日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 伊勢崎深谷線 伊勢崎市茂呂町二丁目７５
８番の３地先から同市同２
１６８番の１地先まで 

前 ７．７～１３．９ ２８１．６ 

後 ９．９～２５．５ ２８１．６ 

 

 

 

◎群馬県告示第１４９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県伊勢崎土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。 

  令和８年５月２９日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 境島村今泉線 伊勢崎市茂呂町二丁目２１
６８番の１地先から同市同
７５８番の３地先まで 

前 ７．７～１３．９ ２８１．６ 

後 ９．９～２５．５ ２８１．６ 

 

 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１９項の規定により公告する。 

    令和８年５月２９日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
 

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

■ 公  告 

■ 告  示 
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谷田川北部 理 事 新 任 中島茂登子 館林市赤生田本町２６５４番地 

 同  退 任 中島吉克  同   同  ２６５４番地 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１９項の規定により公告する。 

    令和８年５月２９日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
 

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

群馬用水 理 事 新 任 星名建市 渋川市金井４２４番地１ 

 同  退 任 髙木勉  同 横堀１０４５番地２ 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任の届

出があったので、同条第１９項の規定により公告する。 

    令和８年５月２９日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
 

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

阿左美沼 監 事 新 任 藤生定雄 みどり市笠懸町阿左美１０９７番地 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任の届

出があったので、同条第１９項の規定により公告する。 

    令和８年５月２９日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
 

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

邑楽 理 事 新 任 玉水美由紀 邑楽郡板倉町大字細谷１１０３番地 
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 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任の届

出があったので、同条第１９項の規定により公告する。 

    令和８年５月２９日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
 

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

内郷 理 事 再 任 山中秀雄 邑楽郡板倉町大字海老瀬６８２番地 

 同   同  玉井稔  同  同   同  １２７７番地 

 同   同  長谷川純一  同  同   同  １４７２番地 

 同   同  岡島一男  同  同   同  甲１７１０番地の１ 

 同   同  針ケ谷恒雄  同  同   同  ２３４１番地 

 同   同  舘野英一  同  同   同  ２５７７番地 

 同   同  針ケ谷良一  同  同   同  ２６０７番地 

 同   同  小林貞幸  同  同   同  ２６１２番地 

 同   同  齋藤豊寿  同  同   同  ２６６６番地 

 同   同  針ケ谷照夫  同  同   同  ２７６１番地 

 同   同  坂田瞬一  同  同   同  ２７６６番地の１ 

 同   同  針ケ谷稔也  同  同   同  ２７７２番地 

 同   同  戸笈竹雄  同  同   同  ２８２９番地の７６ 

 同   同  森田喜代治  同  同   同  ２９６７番地 

監 事  同  小野次平  同  同   同  １３１８番地 

 同   同  栗原孝通  同  同   同  ２４１５番地 

 同   同  小野久雄  同  同   同  ２４２１番地の５ 

 同   同  齋藤勇一  同  同   同  ２８２９番地の３４ 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同法第１８条第１８項の規定により次のと

おり土地改良区連合役員の就任の届出があったので、同法第８４条において準用する同法第１８条第１９項の規定

により公告する。 

    令和８年５月２９日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
 

土地改良区連合名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 
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渡良瀬川下流 理 事 再 任 鈴木匡 館林市当郷町１７８２番地２ 

 同   同  中里芳一  同 田谷町１１７９番地 

 同   同  森田重男  同 羽附町１６０１番地 

 同   同  半田貞雄  同 楠町１３４５番地 

 同   同  岡野安男 邑楽郡板倉町大字除川１６１８番地 

 同   同  川嶋修  同  同 大字飯野８６９番地 

 同   同  荻野廣  同  同 大字板倉６３７番地１ 

 同   同  荒山江知郎  同  同   同  １７０９番地１ 

 同   同  延山宗一  同  同 大字岩田２２７２番地 

 同   同  小野田富康  同  同 大字籾谷２０８５番地 

 同  新 任 小林節子 館林市大島町２３２５番地 

監 事 再 任 塩田正  同 赤生田町１７８４番地 

 同   同  須藤賢一 邑楽郡板倉町大字海老瀬７４０７番地１４ 

 

 

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条第１項第５号の規定により、次のとお

り道路の位置を指定した。 

令和８年５月２９日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太 
 

番号 
指定に係る 
道路の種類 

指定に係る 
道路の位置 

指定に係る道路 
の延長及び幅員 

メートル 

指 定 番 号 
指定年月日 

１ 
 

法第４２条第１
項第５号に規定
する道路 

北群馬郡吉岡町大字上野
田３５８－１１ 

延長 ３３．６６ 
幅員  ５．００ 

群馬県指令前土第３０４－１６
号 
令和７年１２月２４日 

２ 
 

同 北群馬郡榛東村大字新井
字高塚２９６２－８ 

延長 ３４．９４ 
幅員  ５．００ 

群馬県指令前土第３０４－１７
号 
令和７年１２月２４日 

３ 
 

同 北群馬郡吉岡町大字大久
保字甲溝祭３０８４－
１、３０８４－２６ 

延長 ５１．９８ 
幅員  ６．０１ 

群馬県指令前土第３０４－１８
号 
令和８年２月２４日 

４ 
 

同 北群馬郡吉岡町大字大久
保字上町１６６８－１ 

延長 ７１．７３ 
幅員  ５．２０ 
有効幅員５．０８ 

～５．２０ 

群馬県指令前土第３０４－１９
号 
令和８年３月３１日 

５ 
 

同 北群馬郡吉岡町大字大久
保３４３０－１３ 

延長 ２７．９７ 
幅員  ６．１５ 

群馬県指令前土第３０４－２号 
令和８年５月１２日 
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◎群馬県選挙管理委員会告示第４３号 

 次の団体は、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第２項の規定により、令和８年５月１日以

降、政治活動（選挙運動を含む。）のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体となったので、同条

第３項の規定に基づき、公表する。 

  令和８年５月２９日 

                            群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   
 

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 
会計責任者の 
氏    名 

主たる事務所の所在地 

自由民主党粕川支部 加藤善四郎 真下三起也 前橋市粕川町西田面２１３－８ 

しぶきしげる後援会 澁木茂 澁木敬子 邑楽郡大泉町東小泉２－１－１０ 

政心会 小暮笑鯉子 小暮笑鯉子 伊勢崎市三室町４５５８ 

全宇宙連合地球国家党 前田郁子 前田郁子 前橋市南町２－２６－４ 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第４４号 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により届出のあった政治団体の名称等は、次

のとおりである。 

  令和８年５月２９日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

 その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 

  国会議員関係政治団体以外の政治団体 
 

政 治 団 体 の 名 称 
代表者の氏名 

会計責任者の 
氏    名 

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

届 出 年 月 日 

安濟正美後援会 安濟正美 安濟正美 吾妻郡東吾妻町原町３４－１５ 

令和８年４月２日 

飯塚達也後援会 飯塚伸一 沖田俊道 館林市成島町６８３－１ 

令和８年４月２日 

伊東正吾後援会 伊東正吾 伊東正吾 吾妻郡嬬恋村鎌原１０５３－１２８
８４ 

令和８年４月７日 

江原哲也後援会 江原哲也 矢島隆 高崎市中尾町７６７－３１ 

 

■ 選挙管理委員会告示 
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令和８年４月１日 

山本しんいち後援会 山本伸一 山本伸一 太田市鳥山上町２２２９－１ 

令和８年４月１７日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第４５号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により届出のあった政治団体の異動事項は、

次のとおりである。 

令和８年５月２９日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 政党の支部 
 

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日 

国民民主党群馬県総支部
連合会 

主たる事務所
の所在地 

前橋市小相木町２８０
－３ 

前橋市箱田町５９６－
１ 

令和８年 
３月１５日 

参政党群馬第１支部 主たる事務所
の所在地 

沼田市材木町１３００
－４ 

前橋市西大室町２６５
５－１ 

令和８年 
４月１日 

会計責任者の
氏名 

京谷美希 久保美鶴 

参政党群馬第３支部 会計責任者の
氏名 

和田里美 嵐口雅也 令和８年 
４月６日 

参政党群馬第４支部 主たる事務所
の所在地 

高崎市下之城町５２２
－１２ 

高崎市西横手町４９７
－３ 

令和８年 
３月２０日 

代表者の氏名 篠原真三 木野本雅也 

会計責任者の
氏名 

石川友梨香 瀧澤歩美 

自由民主党群馬県土地改
良支部 

主たる事務所
の所在地 

前橋市北代田町９－２
５ 

桐生市相生町１－１５
０－１ 

令和８年 
４月９日 

代表者の氏名 後閑千代壽 齋藤佐太夫 

会計責任者の
氏名 

松井秀夫 片山茂 

自由民主党群馬県渋川市
第三支部 

会計責任者の
氏名 

福島知津子 永井眞平 令和８年 
４月２１日 

自由民主党群馬県衆議院
比例区第一支部 

政治団体の名
称 

自由民主党群馬県衆議
院比例区第一支部 

自由民主党群馬県衆議
院支部 

令和８年 
４月３日 

 
２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 
 

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日 

井田つよふみ後援会 代表者の氏名 佐藤維 仲井晋二 令和８年 
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会計責任者の
氏名 

稲村崇 仲井晋二 ３月３０日 

大木光後援会 会計責任者の
氏名 

大木清子 大木由記 令和６年 
１２月７日 

群馬県土地改良政治連盟 主たる事務所
の所在地 

前橋市北代田町９－２
５ 

桐生市相生町１－１５
０－１ 

令和８年 
４月９日 

代表者の氏名 後閑千代壽 齋藤佐太夫 

会計責任者の
氏名 

松井秀夫 片山茂 

原和隆を育てる会 国会議員関係
政治団体の区
分 

法第１９条の７第１項
第１号に係る国会議員
関係政治団体 

国会議員関係政治団体
以外の政治団体 

令和８年 
１月１５日 

公 職 の 種 類
（第一号） 

衆議院議員 該当なし 

ほしな建市後援会 代表者の氏名 川崎均 永井眞平 令和８年 
４月２１日 

会計責任者の
氏名 

永井廣通 木暮一彦 

宮田竜成後援会 政治団体の名
称 

宮田竜成後援会 宮田竜成連合後援会 令和８年 
４月３０日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第４６号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定により解散の届出のあった政治団体の名称

等は、次のとおりである。 

令和８年５月２９日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 
 

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日 

信頼と実績・前橋の自立を守る会 宮﨑裕紀子 令和８年４月３０日 

三友美惠子後援会 三友美惠子 令和７年１１月１１日 

宮田芳典後援会 篠崎孝雄 令和７年１２月３１日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第４７号 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により届出のあった資金管理団体の名称等

は、次のとおりである。 

令和８年５月２９日 
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  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   
 

資金管理団体の 
届 出 を し た 者 
（代表者）の氏名 

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 指定年月日 

山本伸一 太田市議会議員 山本しんいち後援会 太田市鳥山上町２２２９
－１ 

令和８年 
４月１７日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第４８号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項第２号の規定により資金管理団体でなくなった旨

の届出のあった資金管理団体の名称等は、次のとおりである。 

令和８年５月２９日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   
 

資金管理団体の届出をした者の氏名 資金管理団体の名称 資金管理団体でなくなった年月日 

三友美惠子 三友美惠子後援会 令和７年１０月２３日 

 

 

 

 

 

 次のとおり随意契約の相手方を決定した。 

  令和８年５月２９日 

群馬県立がんセンター院長 柳 田 康 弘   

１ 随意契約に係る特定役務の名称 放射線治療計画用ＣＴ装置保守管理業務委託  

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県立がんセンター事務局経営課 群馬県太田市高林

西町６１７番地１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 令和８年３月２４日 

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 栗原レントゲン株式会社 群馬県前橋市下小出町３－２３－１ 

５ 随意契約に係る契約金額 ４８，８４０，０００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約 

７ 随意契約の理由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第１１条第１項第２号該当 
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